建設局道路建設室イントラ配線及び機器移設業務委託仕様書

建設局道路建設室道路計画担当
担当　橋本、原田
電話　075-222-3577
１　概要
⑴　件名　
建設局道路建設室イントラ配線の移設及び新規配線等業務委託（以下「本業務」という）
⑵　業務内容
建設局道路建設室では、現在の執務室内で机等のレイアウト変更並びに変更に伴うイントラプリンター及びコピー機の移設を予定しており、それに伴う必要な配線等作業を行うものである。
⑶　履行期間
契約締結の日の翌日から令和８年９月３０日までとする。
ア　本業務は京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第1項に定める休日（休日の直前の開庁日の18時以降を含む。）に行うものとする。
イ　本業務のほか、什器等の移設、端末や電話等の再配線等も行うことから、業務実施スケジュールについては、契約締結後に本市担当者や他の関係業者と協議し、決定すること。
ウ　配線作業以外の業務（現地調査など）に関しても、本市が支障があると認める場合は、休日に行うものとする。
⑷　履行場所
京都市役所分庁舎　３階
〒６０４―８５７１　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 
⑸　調達範囲
ア　イントラＨＵＢ機器の取外し及び再設置　４台
イ　アに伴うＬＡＮ配線の新規布設　２回線
ウ　機器移設に伴う既設配線の埋め戻しによる再配線　７回線
エ　成果物の作成及び納入

２　作業要件
本業務を実施するに当たっては、次の要件を満たすこと。
⑴　基本要件
ア　ネットワーク停止を伴う作業や、大きな音が発生する作業は、平日夜間または休日の日中に実施することとし、事前に本市担当者と協議の上、作業日を決定すること。
イ　ネットワーク停止を伴わないＬＡＮ配線等の作業についても、本市担当者と協議の上で実施すること。
ウ　材料・機器搬入時の資材搬入用エレベーターの使用についても、本市担当者と協議の上で行うこと。
⑵　イントラＨＵＢ機器の取外し及び再設置並びにＬＡＮ配線の新規布設
　　別添のレイアウト変更前（現況レイアウト）及び変更後の図面を基に、ケーブル敷設図を作成すること。
ア　ケーブル敷設図については、本市担当者及び本市が委託しているイントラ運用管理業者（以下「ヘルプデスク」という。）と協議、調整のうえ作成すること。ただし、各階に備えた配線元（LANケーブルのプラグ（RJ-45））からのプリンタへの接続は、イントラ用HUBを介し、LANケーブルを敷設して行うものであることに留意すること。
イ　イントラプリンタ及びコピー機の数量については、別添図面を参照のこと。なお、レイアウト案やイントラ用パソコン、プリンタの台数に変動があっても、原則として当初の契約金額において対応すること。
ウ　OAフロアの範囲においては、OAフロア床下に転がし配線とすること。埋め戻し後に配線孔に机や椅子の足、ヒール靴等がはまらないよう、配線孔蓋を閉めるなどにより、配線孔をふさぐこと。
エ　配線元からのイントラ用パソコン及びプリンタ接続は、イントラ用HUBを介して行うものとし、本仕様書に定める要件を満たすＬＡＮケーブルを調達し、イントラHUB及び配線元からイントラプリンタ及びコピー機設置位置までの有線LAN配線を行うこと。また、本業務において転用可能な配線材等は再利用して差し支えない。 
オ　イントラ用HUBは、本市から提供するものを使用すること。作業に当たって必要となるイントラ用HUBについて、追加する必要がある場合は、事前にヘルプデスクに数量を申請する必要があるため、必要な数量を作業実施の２週間前までに連絡すること。
カ　OAタップについても、本市から提供するものを使用すること。
キ　執務室におけるＨＵＢの設置、ＬＡＮケーブルの敷設・結線、試験測定、ＬＡＮケーブルの配線に関わる必要部材の据付・実装までを行い、正常に利用できる状態にすること。
ク　ＬＡＮケーブルの仕様は、次の要件を満たすものとする。
ａ　ケーブルの色は、本市担当者と協議すること。
ｂ　エンハンスド・カテゴリー５規格以上とすること。
ｃ　モジュラープラグについては、エンハンスド・カテゴリー５規格以上の性能を有していること。
ｄ　ＬＡＮケーブルは、余裕ある性能を有するものを使用し、ねじれ等が生じないよう、また強い張力などを与えないよう、慎重に敷設及び結線を行い、曲げ半径（内側半径とする。）は下表によること。
	ケーブルの種別
	敷設中の曲げ半径
	接続及び固定時の曲げ半径

	ＵＴＰケーブル（４対以下のもの）
	仕上がり外径の８倍以上
	仕上がり外径の４倍以上

	ＵＴＰケーブル（４対を超えるもの）
	仕上がり外径の２０倍以上
	仕上がり外径の１０倍以上


　　　ｅ　ＬＡＮケーブルは、ＪＩＳ規格に準拠した試験方法とし、適合する試験装置を用い」て、下表の試験を行うこと。
	試験項目
	試験内容
	試験数量

	反射減衰量
	測定器により、ＪＩＳ Ｘ ５１５０「構内情報配線システム」の性能に適合していることを確認すること。
なお、ＬＡＮケーブルのＪＩＳによるクラス分類は、ＪＩＳ Ｘ ５１５０のクラスＤとすること。
	全数

	挿入損失（減衰量）
	
	

	近端漏話減衰量（NEXT）
	
	

	電力和近端漏話減衰量（PS NEXT）
	
	

	減衰対近端漏話比（ACR-N）
	
	

	電力和減衰対近端漏話比（PS ACR-N）
	
	

	減衰対遠端漏話比（ACR-F）
	
	

	電力和減衰対遠端漏話比（PS ACR-F）
	
	

	直流ループ抵抗
	
	

	伝搬遅延
	
	

	伝搬遅延時間差
	
	

	ワイヤマップ
	
	

	長さ
	測定器によりケーブル長が９０ｍ以内であることを確認すること。
	


f　ＬＡＮケーブルには、合成樹脂製等の表示札等を取り付け、系統種別、行先、ホスト名やポート番号等を表示し、保守管理を容易にすること。表示札等のルールについては、別途本市担当者と協議のうえ決定すること。
ケ　結線については、原則として、ストレートケーブル（Ｔ－５６８Ｂ→T－５６８Ｂ）によるものとする。
コ　各整備場所におけるケーブル試験について、ＬＡＮケーブルテスター（ＦＬＵＫＥ ＤＳＸ－８０００シリーズ / ＤＳＸ－５０００シリーズ又は同等品であり、校正日が１年以内の物）により行うこと。なお、測定器の校正証明書をケーブル試験成績書として提出すること。
サ　配線保護材等の必要な部材は受託者にて準備するものとし、本業務を履行するうえで必要な備品及び消耗品等の経費についても受託者が負担すること。
シ　本件で必要のなくなったケーブルは撤去すること。
ス　本業務実施に伴い使用する必要のある電源設備については、庁舎内のものを無償で利用できるものとする。
⑶　制約条件
ア　作業の実施場所は、本市が指定し、又は許可した場所で実施しなければならない。
イ　本市のネットワークに、許可されていない端末を接続することはできない。
ウ　本市のネットワークに、外部から接続することはできない。
エ　既存のネットワークとの接続については、正常な動作を確認し、本市担当者から承諾を受けること。
オ　本業務の実施に当たっては、逐次、本市担当者、レイアウト変更等業務の受託者、その他レイアウト変更に係る関連業者等と調整、協議を行い、本市担当者の了承を得て業務を進めるものとする。
カ　本業務に当たって、本市に対し、作業工程や配線図等の事前確認及び事後報告を行うこと。
キ　本業務の履行完了後はヘルプデスクが保守管理を行うため、本委託業務において敷設又は設置する有線LANケーブルやイントラ用HUB等については、ヘルプデスクとの連絡及び連携を密にし、ヘルプデスクの指示に従って業務を遂行すること。
⑷　特記事項
ア　本委託に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物（市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。）の著作権その他権利については、本市に帰属すること。
イ　本委託の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行うこと。
ウ　本委託の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受託者は、本市に当該著作物の関連文書を納品物として納入し、この関連文書についても上記ア及びイに準じる。

３ 成果物
⑴　成果物
成果物は以下のとおりとする。
	No
	成果物
	内容

	１
	ケーブル敷設図
	新規敷設ケーブルの示した図面。図面様式については、本市担当者と協議のうえ決定すること。

	２
	ケーブル試験成績書
	敷設したケーブルの測定情報をまとめたもの。
なお、測定器の校正証明書を添付すること。

	３
	完了写真
	敷設業務及び業務の作業後の写真。


⑵　納入時期
令和８年９月３０日までとする。ただし、委託業務の遂行に当たり、本市が提出を求める場合については、その都度提出すること。
⑶　納入方法
上記⑴成果物については、電子データで本市担当者へ納品すること。

４　委託料の支払
本市において成果品の検収が完了したのち、受託者からの適正な請求書に基づき支払を行う。
なお、前金払及び部分払は行わない。

５　その他
この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ、定めることとする。ただし、協議が整わない場合においては、本市が定めるものとする。
